
庁舎整備進捗状況について 

       ～ 新竹富町役場に関する基本方針（案）概要 ～ 

 

平成25年度に設置された「竹富町新庁舎建設のあり方検討委員会」においてまとめられまし

た提言書を基に平成28年度に新竹富町役場に関する基本方針(案)を作成しました。 

 

【新竹富町役場に関する基本方針(案)】※基本方針(案) 第2章より抜粋 

◆町内にまちづくりの拠点を置くため、西表島に本庁舎を移転します。 

町民の生活に寄り添い、町民と職員が協働で行うまちづくりを目指し、まちづくりの拠点となり得る

役場本庁舎を町内に移転します。 

◆町民サービス向上のため、各島に出張所を設置します。 

島嶼型（複数の島からなっている）地域という条件の中で、町民サービス向上のため、各島に出張所

を設置し、より細かなサービスの提供や、身近で参画しやすい行政を目指します。 

◆町民の利便性確保のため、石垣市内に支所を設置します。 

町民が各種申請・手続きを行う際の利便性を確保するために、病院や税務署、警察署、金融機関など

の機関が揃っている石垣市内に窓口機能を備えた支所を設置します。ただし、石垣市内に配置する支所

の位置については、交通の利便性や防災上の安全性等について比較し、今後検討を行っていく事としま

す。 

◆各島に地域担当職員（仮）を配置する制度をつくります。 

島によって異なる課題の解決や、島ごとの魅力を活かした地域振興を図り、職員と島の住民の協働に

よる地域づくりのため、各島を担当する職員を配置する制度をつくります。 

◆行政サービス再編に向けた機構改革を行います。 

今後、行政サービスを再編するにあたり、より効率的且つ町民のニーズに応えるサービスの提供体制

を整えるため、継続的に機構改革を行っていきます。 

◆利便性の高い交通ネットワークの構築に向けて取り組みます。 

町民にとっての利便性向上に併せ、島々に点在する魅力を繋げるため、町民、行政、船会社、観光・

商工関係団体等による組織体制の中で、交通ネットワーク再編に向けて取り組みます。 

◆計画的で安心できる財政運用に向けて取り組みます。 

町民が安心して竹富町に住み続けられるよう、庁内各課の事業計画を含めた将来的な財政シミュレー

ションにもとづき、計画的で安心できる財政運用に向け、町民サービスの向上と財政負担の比較検討を

行っていきます。 

◆世界的に貴重な自然環境・生態系を有する自治体としての姿勢を築きます。 

貴重な自然環境・生態系を有する自治体としての誇りを持ち、それらを守り育てる使命を果たすため、

施設建設やインフラ整備等にあたっては、自然保護や自然共生を尊重する姿勢を築いていきます。 

 

※竹富町役場ホームページの方に、基本方針(案)全文がございます。 
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お問合せ先 

竹富町役場 政策推進課 

庁舎整備推進係：大嶺、古見 

Tel  0980-82-6191   

Fax 0980-82-6199 


